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尚美ミュージックカレッジ専門学校 奨学生規程 

 

 

（趣 旨） 

第１条 本学に入学を希望し又は入学した者の中から学業・人物が優れた者に対する修学

研究上の援助を行うために奨学生制度を設け、奨学生制度に関する必要な事項を定

める。 

 

（種 類） 

第２条 奨学生の種類は次のとおりとする。 

  （１） 特待入学奨学生 

  （２） ＡＯ入学奨学生 

  （３） 指定校推薦入学奨学生 

（４） 自己推薦入学奨学生 

  （５） 社会人入学奨学生 

  （６） 留学生支援奨学生 

  （７） 留学生入学奨学生 

  （８） 留学生指定校推薦入学奨学生 

  （９） 日本語学習奨学生 

  （10） 同窓生紹介入学奨学生 

  （11） 特待進級奨学生 

  （12） 勉学奨励進級奨学生 

  （13） スタートアップ奨学金 

 

（選考基準等） 

第３条 奨学生の対象生、選考基準並びに方法、及び特典は、別表のとおりとする。 

 

（成果発表） 

第４条 奨学生は、特待期間においてその教育成果を広く問うため、学内外のコンクー

ル、オーディション及びアワード等に積極的に参加しなければならない。 

 

（特典の解消） 

第５条 奨学生のうち、特待入学奨学生及び特待進級奨学生は、次の各号の一に該当した

ときは、給付された奨学金を返還するものとする。また、その他の特典も解消され

るものとする。ただし、特別な事情があると学校長が認めた場合、この限りではな

い。 



B-8 

- 2 - 

（１） 学則に定める懲戒処分を受けたとき 

（２） 休学、退学、除籍又は留年となったとき 

（３） 長期にわたって欠席したとき 

（４） 学業成績又は性行が不良となったとき 

（５） その他、奨学生として適当でないと認められたとき 

２ 奨学生のうち、ＡＯ入学奨学生、社会人入学奨学生、留学生支援奨学生、留学生

入学奨学生、留学生紹介指定校推薦入学奨学生、日本語学習奨学生、勉学奨励進級

奨学生及び早期ウェブ出願奨学生は、次の各号の一に該当したときは、給付された

奨学金を返還するものとする。ただし、特別な事情があると学校長が認めた場合、

この限りではない。 

（１） 学則に定める懲戒処分を受けたとき 

（２） その他、奨学生として適当でないと認められたとき 

 

（管理運用） 

第６条 第２条各号に関する管理運用の方法は、別に定める。 

 

（所 管） 

第７条 この規程の所管は、広報課とする。 

 

（改 廃） 

第８条 この規程の改廃は、役職会の議を経て専門学校経営会議の承認を得なければなら

ない。 

 

 

附 則 

 １ この規程は、平成１６年１０月１日から施行する。 

 ２ 「専門学校東京ﾐｭｰｼﾞｯｸｱﾝﾄﾞﾒﾃﾞｨｱｱｰﾂ尚美 特待生」規程は、平成１６年９月２４

日をもって廃止する。 

 

附 則 

 １ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 １ この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 
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附 則 

 １ この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 １ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 １ この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 １ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 １ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 １ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 １ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 １ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 １ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 １ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 １ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表 
    

種  類 対 象 生  選  考  基  準 選 考 方 法 特  典 

特待入学奨学生 全学科新入学生 入学希望学科の専門分野について、

既に習得している専門知識や技術、

または、入学後本学学生の代表とし

て活躍することができる期待値を

総合的に判断し、価値に値する者 

特待生入学奨学金審査申込

書を提出し、審査を受け、部

門部長が推薦する者の中か

ら役職会の意見を聴いて学

校長が決定 

・初年度の授業料及び

教育環境整備費の全

額相当額又は一部相

当額を給付 

・初年度の授業料の一

部相当額（１０万円）

を給付 

ＡＯ入学奨学生 全学科新入学生のう

ちＡＯ入学生 

入学希望学科の専門分野について、

特に勉学意欲が高い者 

ＡＯ入学エントリーシート

を提出し、入試委員会の推薦

を受けた者の中から役職会

の意見を聴いて学校長が決

定 

・初年度の授業料の一

部相当額（１０万円）

を給付 

・２年進級時に授業料

の一部相当額（１０万

円）を給付 

指定校推薦入学奨学生 全学科入学生のうち、

指定校推薦新入学生 

指定校から推薦を受けて入学する

者 

指定校推薦書及び指定校推

薦志望理由書を提出した者

の中から学校長が決定 

初年度の授業料の一

部相当額（20万円）を

給付 

自己推薦入学奨学生 全学科入学生のうち、

自己推薦新入学生 

自己推薦書を提出して入学する者 自己推薦書を提出した者の

中から学校長が決定 

初年度の授業料の一

部相当額（10万円）を

給付 

社会人入学奨学生 全学科新入学生のう

ち社会人 

社会人として１年以上同一の仕事

に就き、入学希望学科の専門分野に

ついて、特に勉学意欲が高い者 

社会人入学奨学金審査申込

書を提出し、入試委員会の推

薦を受けた者の中から役職

会の意見を聴いて学校長が

決定 

入学金の半額相当額

を給付 
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留学生支援奨学生 全学科新入学生のう

ち留学生 

入学前における学業以外の経験等

が特に優れて将来性がある者 

留学生支援金審査申込書を

提出し、入試委員会の推薦を

受けた者の中から役職会の

意見を聴いて学校長が決定 

初年度の授業料の一

部相当額を給付 

留学生入学奨学生 全学科新入学生のう

ち留学生 

入学希望学科の専門分野について、

特に勉学意欲が高い者 

入学願書を提出した者につ

いて学校長が決定 

入学金の半額相当額

を給付 

留学生指定校推薦入学

奨学生 

全学科新入学生のう

ち留学生 

指定校から推薦を受けて出願する

者 

指定校推薦及び留学生指定

校推薦入学奨学金申込書を

提出した者について学校長

が決定 

初年度の授業料の一

部相当額を給付 

日本語学習奨学生 全学科新入学生のう

ち留学生 

入学前に十分な日本語能力を身に

着けた者 

日本語学習奨励金申請書の

提出並びに日本語能力の証

明書を提示の上、写しを提出

した者について学校長が決

定 

初年度の授業料の一

部相当額を給付 

同窓生紹介入学奨学生 全学科新入学生 入学希望学科の専門分野について、

勉学意欲が高く、人物が優れている

者 

同窓生入学者紹介書を提出

した者について学校長が決

定 

入学金の半額相当額

を給付 

特待進級奨学生 全学科１年生（但し、

四年課程の学科につ

いては、２年生及び３

年生を含む。） 

・年間をとおして原則全科目ＳＡ

である者 

・年間の授業・レッスンの出席率が

原則皆出席である者 

申し込みをし、選考基準を満

たした者は進級時に審査を

受け、その中から部門部長が

推薦をするものについて役

職会の意見を聴いて学校長

が決定 

・進級する年度の授業

料の全額相当額また

は一部相当額を給付 

・特別レッスンまたは

特別実習を受けるこ

とができる 
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勉学奨励進級奨学生 全学科１年生（但し、

四年課程の学科につ

いては、２年生及び３

年生を含む。） 

・学業態度・人格・力量とも他の模

範となる者 

・年間を通して学業成績が優秀な

者 

・年間の授業・レッスンの出席率が

９５％以上である者・学業態度・人

格・力量とも他の規範となる者認

め、推薦した者 

申し込みをし、選考基準を満

たした者は進級時に審査を

受け、その中から部門部長の

推薦をする者について役職

会の意見を聴いて学校長が

決定 

進級する年度の授業

料の一部相当額を給

付 

スタートアップ奨学金 エンタテインメント

HR学科、ジャズ・ポピ

ュラー学科、トータル

エンタテインメント

専攻科新入学生  

※令和８年度新入学

生に限る 

入学希望学科の専門分野について、

勉学意欲が高く、人物が優れている

者 

入学願書を提出した者につ

いて学校長が決定 

入学金の半額相当額

を給付 

奨学金の給付は、学費の納付時に該当金額の免除により行うこととする。 

 


